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２｜交付金事務の１年の流れ  

交付金事務の１年間の主な流れは下表のとおりです。 

 

内示手続や公募のスケジュール等については適宜、都道府県及び政令指定都

市に事務連絡でお知らせし、都道府県から管下市町村への周知に御協力いただ

いています。また、出入国在留管理庁ホームページでも各資料とともに公表し

ていますので、御参照ください（以下ＵＲＬ参照）。 

  

時期（目安） 出入国在留管理庁（法務省） ↔ 地方公共団体

１月中旬 内示手続に係る通知 →
１月下旬～２月上旬 ← 書類の提出

２月下旬 採択の内示 →
３月上旬 正式公募に係る通知 →
３月中旬 ← 交付申請

４月１日 交付決定通知 →
①５月頃 ②11月頃 概算払請求書に係る連絡 →
①６月頃 ②12月頃 ← 概算払請求書の提出

①8～9月頃 ②1～2月頃 概算払 →
← 変更承認申請

変更承認通知 →
← 事業事故報告

事故への対応指示 →
事業終了から１か月
又は翌年度４月１０
日のどちらか早い日

←
実績報告書の提出
※左記期日までに提出がない場合は
交付金の支払ができない場合がある
ため提出期限は厳守願います。

４月中旬 額の確定通知 →
４月下旬 交付金の支払（精算払） →
５月上旬～中旬

納入告知書の発行
（戻入が発生する場合） →

５月下旬 ← 返納（戻入が発生する場合）

概要

事
業
開
始
前

（１） 内示手続

（２） 公募

事
業
期
間

（３）

概算払
（全２回）
※運営事業
のみ

（４）

事
業
完
了
後

（６） 実績報告

（７） 精算

計画変更承認
申請

必要に応じて

（５） 事業事故報告 必要に応じて

■外国人受入環境整備交付金のページ 

 

 

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuuk
okukanri02_00039.html 

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri02_00039.html

	★【決裁案１】「一元的相談窓口設置・運営ハンドブック」 （令和５年１２月改訂）.pdfから挿入したしおり
	表紙
	目次
	コラム一覧
	■ハンドブックの改訂内容について
	■外国人在留支援センターとは
	■一元的相談窓口の委託等について
	■一元的相談窓口の現況について
	■共同方式の運営方法の例
	■交付金取扱要領の改正について（窓口実施業者による有料事業の取扱い）
	■多言語対応について
	■通訳人、入管庁通訳支援事業（電話通訳）、翻訳機を組み合わせた多言語対応（新潟県）
	■外国人受入環境整備交付金に係る地方財政措置について
	■広報経費の考え方について
	■翻訳機の貸出しについて
	■令和４年度実施ハンドブックアンケート結果
	■出張相談について
	■都道府県の役割について
	■一元的相談窓口のオンライン対応に係るアンケート結果について
	■他機関との連携について
	■一元的相談窓口での様々な取組
	■出入国在留管理庁、地方出入国在留管理局主催の研修会について
	■ボランティアの活用について
	■日本司法支援センター（法テラス）等との連携について
	■令和５年度実施外国人受入環境整備交付金に係るアンケート調査結果
	■受入環境調整担当官の様々な取組
	■受入環境調整担当官の様々な取組（つづき）
	■合同相談会 ～地方版FRESCを目指す取組について～
	■一元的相談窓口における電話・映像通訳や翻訳機の活用
	■出入国在留管理庁在留支援課の役割について

	はじめに
	第１章　一元的相談窓口の概要
	１｜経緯
	２｜一元的相談窓口とは
	第2章　外国人受入環境整備交付金
	１｜外国人受入環境整備交付金とは
	（１）補助金としての性格
	（２）目的
	（３）交付対象
	（４）対象事業
	（５）一元的相談窓口の条件
	（６）交付率
	（７）交付限度額
	ア　単独方式（交付対象が単独で窓口を設置する方式）の場合
	イ　共同方式（複数の交付対象が共同で窓口を設置する方式）の場合

	（８）交付対象経費
	ア　整備事業
	イ　運営事業

	（９）交付金の対象とならない経費

	２｜交付金事務の１年の流れ
	３｜外国人受入環境整備交付金の活用例
	（１）交付限度額２００万円の活用例
	（２）交付限度額５００万円の活用例

	第3章　一元的相談窓口の設置・運営
	１｜一元的相談窓口設置までの流れ
	（１）福島県南相馬市の例
	（２）兵庫県尼崎市の例
	（３）福岡県苅田町の例
	（４）大分県宇佐市の例
	（５）その他の例

	２｜一元的相談窓口の取組事例
	（１）長野県
	（２）千葉県船橋市
	（３）埼玉県ふじみ野市
	（４）仙台市
	（５）北九州市
	（６）群馬県太田市
	（７）広島市、府中町、海田町、熊野町及び坂町
	（８）浜松市

	３｜一元的相談窓口を設置・運営している地方公共団体の声
	①一元的相談窓口を設置したきっかけ
	②相談員の確保方法
	③相談員の育成
	④窓口の周知・情報発信の方法
	⑤一元的相談窓口の設置・運営にあたり工夫していること
	⑥一元的相談窓口の運営にあたり苦労すること／その対処法
	⑦窓口を設置した効果・設置して良かったこと
	⑧窓口の設置を検討している自治体へのアドバイス

	第4章　出入国在留管理庁による在留支援の取組
	１｜受入環境調整担当官による支援
	２｜相談事例の共有
	３｜通訳支援事業の実施
	４｜国等の制度の紹介
	５｜やさしい日本語の普及
	６｜生活・就労ガイドブック
	巻末資料　掲載リンク・連絡先一覧
	おわりに


